
○
 
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
等
事
業
の
推
進
 

 
 
 
在
宅
の
子
ど
も
や
保
護
者
の
虐
待
等
に
関
す
る
相
談
・
支
援
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
推
進
す
る
。
 

 ○
 

児
童

養
護

施
設

等
の

職
員

の
資

質
向

上
の

た
め

の
研

修
事

業
の

創
設

 
 

 
 

 
 

児
童

養
護

施
設

等
の

職
員

の
資

質
向

上
の

た
め

の
研

修
事

業
（
各

施
設

種
別

、
職

種
別

に
行

わ
れ

る
研

修
へ

の
参

加
促

進
、

障
害

児
施

設
や

家
庭

的
環

境
の

下
で

の
個

別
的

な
関

係
を

重
視

し
た

ケ
ア

等
を

実
施

し
て

い
る

施
設

で
の

実
践

研
修

の
実

施
の

支
援

）
を

実
施

す
る

。
（
こ

れ
ま

で
安

心
こ

ど
も

基
金

に
お

い
て

行
っ

て
き

た
も

の
を

当
初

予
算

化
）
 

 （
３

）
被

虐
待

児
童

等
へ

の
支

援
の

充
実

 
（
続

）
 

○
 
中
卒
・
高
校
中
退
等
児
童
に
対
す
る
資
格
取
得
等
特
別
加
算
の
適
用
 

 
 
 
児
童
養
護
施
設
等
の
入
所
児
童
や
里
親
の
委
託
児
童
の
自
立
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
現
在
、
高

校
生
に
対
し
て
資
格
取
得
等
の
た
め
の
講
習
等
を
受

け
る
費
用
を
支
給
し
て
い
る
資
格
取
得
等
特
別
加
算
に
つ
い
て
、
中
卒
・
高
校
中
退
等
児
童
も
加
算
の
適
用
対
象
と
す
る
。
 

○
 

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

設
置

推
進

 
 

 
 
児
童
養
護
施
設
等
を
退
所
し
、
就
職
す
る
児
童
等
の
相
談
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活

指
導
等
を
行
う
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
設
置
推
進
を
図

る
。

 
○

 
児

童
養

護
施

設
の

退
所

者
等

の
就

業
支

援
事

業
の

創
設

 
 

 
 
職
業
紹
介
を
行
っ
て
い
る
企
業
等
に
委
託
し
、
施
設
退
所
者
等
に
対
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
、
相
談
支
援
、
就
職
活
動
支
援
、
施
設

退
所
者
等
が
働
き
や
す
い
職
場
の
開
拓
及
び
就
職
後
の
職
場
訪
問
等
を
行
う
、
児
童
養
護
施
設
の
退
所
者
等
の
就
業
支
援
事
業
を
実
施
す
る
。

（
こ

れ
ま

で
安

心
こ

ど
も

基
金

に
お

い
て

行
っ

て
き

た
も

の
を

当
初

予
算

化
）
 

 （
４

）
要

保
護

児
童

の
自

立
支

援
の

充
実

 

※
 
児
童

入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金
、
婦
人
保
護
費
国
庫
負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
が
支
弁
さ
れ
て
い
る
公
立
施
設
は
、
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
 

 
取
り
扱

い
に
つ
い
て
（
平
成
２
５
年
１
月
２
４
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
く
地
方
公
務
員
の
給
与
削
減
に
係
る
措
置
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
平
成
２
５
年
７
月
か
 

 
ら
保
護

単
価
（
算
定
基
準
）
が
減
額
と
な
る
。
 

 
 

な
お

、
保
護
単
価
等
を
反
映
し
た
交
付
要
綱
（
案
）
に
つ
い
て
は
、
今
後
決
定
次
第
お
示
し
す
る
。
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３
．

交
付

の
流

れ
    

国
 

    

実
施

主
体

（
地

方
公

共
団

体
）

 

設
置

主
体

 
（
社

会
福

祉
法

人
等

）
 

②
整

備
計

画
 

交
付

申
請

 

③
採

択
 

交
付

決
定

 

①
整

備
計

画
 

交
付

申
請

 

④
採

択
 

交
付

決
定

 

児
童

養
護

施
設

等
の

家
庭

的
養

護
へ

の
転

換
 

 
＜

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

（
ハ

ー
ド

交
付

金
）＞

 

 
平

成
２
４
年

度
補

正
予

算
（

案
）

 ４
億

円
 

 

          ２
．

事
業

概
要

 
○

対
象

施
設

等
：
 

児
童

養
護

施
設

、
乳

児
院

に
お

け
る

施
設

の
小

規
模

化
・
地

域
分

散
化

の
た

め
の

施
設

整
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
①

施
設

本
園

の
小

規
模

グ
ル

ー
プ

化
の

た
め

の
改

築
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

②
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

（
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

、
分

園
型

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
）
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
）
の

創
設

 
 ○

実
施

主
体

 
 ：

 
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
市

町
村

 
 ○

補
助

率
 

 
 

：
 

定
額

（
国

１
／

２
相

当
）
 

 
※

実
施

主
体

１
／

４
、

設
置

主
体

１
／

４
 

                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    １．
概

要
 

 
児

童
養

護
施

設
な

ど
の

小
規

模
化

・
地

域
分

散
化

を
通

じ
、

家
庭

的
養

護
へ

の
転

換
を

推
進

す
る

た
め

、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

 

交
付

金
の

交
付

額
の

嵩
上

げ
（
 1

.3
5
倍

）
を

可
能

と
し

て
、

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
や

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
の

整
備

を
促

進
。

 
 

※
 1

.3
5
倍

＝
社

会
福

祉
施

設
等

耐
震

化
等

臨
時

特
例

交
付

金
並

み
 

 
  

 
 

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
の

イ
メ

ー
ジ

 
施

設
の

小
規

模
化

・
地

域
分

散
化

の
イ

メ
ー

ジ
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 都
道
府
県

が
調

整
を

行
っ

た
上

で
定

め
る

平
成

２
７
年
度

を
始
期

と
し

た
計
画
(
※

３
)
 

 

・
推
進
期

間
(
※

２
)
を

通
じ

て
達

成
す

べ
き
目

標
及
び
推

進
期
間

を
５

年
ご
と
の

３
期
（

前
期

・
中

期
・

後
期

）
に

区
分

し
た

各
期

（
５
年
）

ご
と

の
目

標
を

設
定

し
た

上
で

、
推

進
期
間
を

通
じ
て

取
り

組
む
べ
き

小
規
模

化
・

地
域

分
散

化
や

家
庭

養
護

の
支

援
を

進
め
る
具

体
的

な
方

策
を

定
め

る
こ

と
。

な
お

、
５
年
ご

と
の
期

末
に

目
標
の
見

直
し
を

行
う

こ
と

。
 

 ・
平
成
２

５
年
度

及
び

平
成

２
６

年
度

の
２
年

間
は
、
「

都
道
府

県
推

進
計
画
」

と
各
施

設
の

「
家

庭
的

養
護

推
進

計
画

」
と

の
調

整
期
間
と
し

、
平

成
２

７
年

度
か

ら
計

画
に

基
づ

く
取
組
を

実
施
で

き
る

よ
う
調
整

す
る
こ

と
。

 
 ・

指
定
都

市
や
児

童
相

談
所

設
置

市
が

所
在
す

る
道
府
県

で
は
、

自
治

体
の
区
域

を
越
え

て
施

設
入

所
等

の
措

置
が

行
わ

れ
る

こ
と

か
ら
、
道
府

県
と

市
が

連
携

・
調

整
し

て
計

画
を

策
定
す
る

必
要
が

あ
る

こ
と
に
留

意
す
る

こ
と

。
 

 ※
３

 
都
道

府
県
は
、
平
成
４
１
年
度
末
の
社
会

的
養
護
を

必
要

と
す

る
児
童

の
見
込
み

数
や

里
親

等
委
託

率
の
引
き
上
げ
の
ペ
ー
ス
を
考
慮
し
て
確
保
す
べ

き
事

業
量
を

設
定
し
た
上
で
、
こ
れ
と
整
合
性
が

図
れ
る
よ

う
に

各
施

設
ご
と

の
小
規
模

化
の

計
画

の
始
期

と
終
期
、
定
員
規
模
の
設
定
、
改
築
・
大
規
模

修
繕

の
時
期

等
に
つ
い
て
調
整
を
行
っ
た
上
で
「

都
道
府
県

推
進

計
画

」
を
策

定
。
 

家
庭

的
養

護
推

進
計

画
と

都
道

府
県

推
進

計
画

 

 各
施
設
(
※

１
)
が

都
道

府
県

か
ら

の
要

請
に
基

づ
き
、
定

め
る
計

画
 

 

・
都
道
府

県
が

平
成

２
６

年
度

末
ま

で
に

「
都

道
府
県
推

進
計
画

」
を

策
定
す
る

こ
と
が

で
き

る
よ

う
に

で
き

る
限

り
速

や
か

に
「

家
庭
的
養
護

推
進

計
画

」
を

策
定

し
、

都
道

府
県

に
届
け
出

る
こ
と

。
 

 ・
家
庭
的

養
護

推
進

計
画

で
は

、
各

施
設

が
そ

れ
ぞ
れ
の

実
情
に

応
じ

て
、
小
規

模
化
・

地
域

分
散

化
や

家
庭

養
護

の
支

援
を

進
め

る
具
体
的
な

方
策

を
定

め
る

こ
と

。
 

 ・
家
庭
的

養
護

推
進

計
画

の
対

象
と

す
る

期
間

、
推
進
期

間
(
※
２

)
の

う
ち
で
、

各
施
設

の
実

情
に

応
じ

た
期

間
を

設
定

す
る

こ
と

が
で
き
る
こ

と
。

 
 ※
１

 
各
施

設
：
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
 
 
 

 
※
２

 
推

進
期

間
：
平

成
２
７
年

度
を

始
期

と
し
て

平
成
４
１
年
度
ま
で
の
１
５
年
間
 

家
庭

的
養

護
推

進
計

画
 

都
道

府
県

推
進

計
画

 

（
 「

児
童

養
護

施
設

等
の

小
規

模
化

及
び

家
庭

的
養

護
の

推
進

に
つ

い
て

」（
平

成
２

４
年

１
１

月
３

０
日

雇
児

発
１

１
３

０
第

３
号

 
 

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）よ

り
抜

粋
） 
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「
都

道
府

県
推

進
計

画
」
と

「
家

庭
的

養
護

推
進

計
画

」
の

関
係

 

２
７

年
度

（※
） 

３
６

年
度

・３
７

年
度

 

前
期

 
中

期
 

後
期

 

都 道 府 県 推 進 計 画 各 施 設 の 家 庭 的 養 護 推 進 計 画 

２
５

年
度

 

Ａ
児

童
養

護
施

設
 

Ｂ
児

童
養

護
施

設
 

Ｃ
乳

児
院

 

Ｄ
乳

児
院

 

【 調 整 期 間 】 都 道 府 県 と 各 施 設 で 、 小 規 模 化 等 の 計 画 の 始 期 と 終 期

並 び に そ の 内 容 を 調 整 。 （ 定 員 規 模 の 設 定 、 改 築 ・ 大 規 模 修 繕 の 時 期

等 ） 里 親 等 委 託 率 の 引 上 げ の ペ ー ス を 考 慮 

      
Ａ

児
童

養
護

施
設

の
家

庭
的

養
護

推
進

計
画

 
・
本

園
を

改
築

し
、

定
員

を
引

き
下

げ
、

全
ユ

ニ
ッ

ト
化

、
地

域
分

散
化

及
び

里
親

等
支

援
を

実
施

 
  

 
 
 

 
 

 
 

    

 
Ｄ

乳
児

院
の

家
庭

的
養

護
推

進
計

画
 

・
本

園
を

改
築

し
、

定
員

を
引

き
下

げ
、

全
ユ

ニ
ッ

ト
化

及
び

里
親

等
支

援
を

実
施

 

３
１

年
度

・３
２

年
度

 

本
体

施
設

１
／

３
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
１

／
３

 
（
分

園
型

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
・
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

） 
里

親
・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
１

／
３

 

ス ケ ジ ュ ー ル 

Ｂ
児

童
養

護
施

設
の

家
庭

的
養

護
推

進
計

画
 

・
本

園
を

大
規

模
修

繕
し

、
定

員
を

引
き

下
げ

、
全

ユ
ニ

ッ
ト

化
、

地
域

分
散

化
及

び
里

親
等

支
援

を
実

施
 

 Ｃ
乳

児
院

の
家

庭
的

養
護

推
進

計
画

 
 

・
本

園
を

大
規

模
修

繕
し

、
養

育
単

位
の

小
規

模
化

及
び

里
親

等
支

援
を

実
施

 
 

達 成
 

達 成
 

達 成
 

達 成
 

※
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
の

本
格

施
行

の
時

期
に

つ
い

て
は

、
実

際
の

消
費

税
率

引
上

げ
時

期
を

踏
ま

え
て

検
討

。
 

４
１

年
度
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里
親
支
援
の
体
制
整

備
に
つ

い
て

 

(1
)里

親
委

託
推

進
の

方
策

 
・
良

い
マ

ッ
チ

ン
グ

の
た

め
に

は
、

多
数

の
候

補
が

必
要

。
 

・
登

録
さ

れ
た

多
様

な
里

親
の

状
況

が
把

握
さ

れ
、

里
親

と
児

童
相

談
所

と
支

援
者

と
の

間
に

信
頼

関
係

が
成

立
し

て
い

る
こ

と
が

重
要

。
 

・
里

親
委

託
率

を
大

幅
に

伸
ば

し
て

い
る

自
治

体
で

は
、

児
童

相
談

所
へ

の
専

任
の

里
親

担
当

職
員

の
設

置
や

、
里

親
支

援
機

関
の

充
実

、
体

験
発

表
会

や
、
 

 
市

町
村

と
連

携
し

た
広

報
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
や

市
民

活
動

を
通

じ
た

口
コ

ミ
な

ど
、

様
々

な
努

力
を

行
い

成
果

を
上

げ
て

い
る

。
 

(2
)里

親
支

援
の

重
要

性
 

・
里

親
に

委
託

さ
れ

る
子

ど
も

は
、

虐
待

を
受

け
た

経
験

な
ど

に
よ

り
、

心
に

傷
を

持
つ

子
ど

も
が

多
く
、

様
々

な
形

で
育

て
づ

ら
さ

が
出

る
場

合
が

多
い

。
ま

た
、

社
会

的
養

護
の

担
い

手
で

あ
る

こ
と

や
、

中
途

か
ら

の
養

育
で

あ
る

こ
と

の
理

解
も

重
要

で
あ

る
。
 

・
そ

の
た

め
、

養
育

里
親

に
は

、
研

修
、

相
談

、
里

親
同

士
の

相
互

交
流

な
ど

の
里

親
支

援
が

重
要

で
あ

り
、

里
親

が
養

育
に

悩
み

を
抱

え
た

と
き

に
孤

立
化

を
防

ぐ
支

援
が

重
要

で
あ

る
。

 

里
親

支
援

の
体

制
整

備
 

(1
)里

親
支

援
の

取
り

組
み

内
容

を
、

児
童

相
談

所
運

営
指

針
、

里
親

委
託

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

で
定

め
る

。
 

・
委

託
里

親
へ

の
定

期
的

な
訪

問
の

訪
問

回
数

を
、

委
託

後
の

経
過

年
数

等
に

応
じ

て
設

定
 

 
 

（
委

託
直

後
の

２
か

月
間

は
２

週
に

１
回

程
度

、
委

託
の

２
年

後
ま

で
は

毎
月

な
い

し
２

か
月

に
１

回
程

度
、

そ
の

後
は

概
ね

年
２

回
程

度
、

そ
の

ほ
か

、
里

親
に

よ
る

養
育

が
不

安
定

に
な

っ
た

場
合

な
ど

に
は

、
こ

れ
に

加
え

て
必

要
に

応
じ

て
訪

問
。

）
  

 
・
委

託
里

親
に

は
、

複
数

の
相

談
窓

口
を

示
す

。
 

・
里

親
サ

ロ
ン

、
里

親
研

修
・
里

親
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

、
テ

キ
ス

ト
の

配
布

な
ど

 

・
レ

ス
パ

イ
ト

（
里

親
の

休
養

の
た

め
の

一
時

預
か

り
）
 

(2
)(

1
)を

実
行

す
る

た
め

の
体

制
整

備
 

・
児

童
相

談
所

が
取

り
組

み
の

中
心

。
里

親
担

当
者

の
配

置
（
専

任
又

は
兼

任
。

で
き

る
だ

け
専

任
が

望
ま

し
い

。
）
 

・
里

親
支

援
機

関
事

業
の

里
親

委
託

等
推

進
員

 
（
２

３
年

度
：
２

０
６

児
相

中
１

１
７

か
所

）
 

・
児

童
養

護
施

設
及

び
乳

児
院

に
置

く
里

親
支

援
専

門
相

談
員

（
平

成
２

４
年

度
新

規
）
 

 
 

 
→

定
期

的
訪

問
を

含
め

た
里

親
支

援
を

、
児

童
相

談
所

の
里

親
担

当
者

等
と

、
里

親
委

託
等

推
進

員
、

施
設

の
里

親
支

援
専

門
相

談
員

が
分

担
連

携
し

て
行

う
。

こ
の

た
め

、
定

期
的

に
会

議
を

行
う

な
ど

、
ケ

ー
ス

の
情

報
の

共
有

に
努

め
る

。
 

・
里

親
会

、
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
、

里
親

支
援

専
門

相
談

員
を

置
く
施

設
な

ど
を

、
里

親
支

援
機

関
に

指
定

し
、

里
親

名
簿

そ
の

他
の

必
要

な
情

報
を

共
有

す
る

。
（
児

童
福

祉
法

上
、

里
親

支
援

の
業

務
の

委
託

先
に

は
守

秘
義

務
が

設
け

ら
れ

て
い

る
）
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乳
児

院
児

童
養

護
施

設
計

乳
児

院
児

童
養

護
施

設
計

北
海

道
0

3
3

8
徳

島
県

0
1

1
3

青
森

県
0

0
0

6
香

川
県

0
0

0
2

岩
手

県
0

1
1

3
愛

媛
県

0
0

0
3

宮
城

県
0

0
0

3
高

知
県

1
0

1
2

秋
田

県
0

0
0

3
福

岡
県

3
4

7
6

山
形

県
0

1
1

2
佐

賀
県

0
1

1
1

福
島

県
0

0
0

4
長

崎
県

1
2

3
2

茨
城

県
0

1
1

3
熊

本
県

0
2

2
2

栃
木

県
1

2
3

3
大

分
県

1
4

5
2

群
馬

県
0

3
3

3
宮

崎
県

0
1

1
3

埼
玉

県
1

2
3

6
鹿

児
島

県
0

0
0

3
千

葉
県

0
4

4
6

沖
縄

県
0

2
2

2
東

京
都

6
1
4

2
0

1
1

札
幌

市
1

2
3

1
神

奈
川

県
1

3
4

5
仙

台
市

0
0

0
1

新
潟

県
0

0
0

5
さ

い
た

ま
市

0
0

0
1

富
山

県
0

0
0

2
千

葉
市

0
0

0
1

石
川

県
0

0
0

2
横

浜
市

0
0

0
4

福
井

県
0

1
1

2
川

崎
市

0
1

1
3

山
梨

県
1

1
2

2
相

模
原

市
0

0
0

1
長

野
県

0
0

0
5

新
潟

市
0

0
0

1
岐

阜
県

0
0

0
5

静
岡

市
0

0
0

1
静

岡
県

0
2

2
5

浜
松

市
0

0
0

1
愛

知
県

1
0

1
1
0

名
古

屋
市

0
0

0
2

三
重

県
0

0
0

5
京

都
市

0
0

0
2

滋
賀

県
1

1
2

2
大

阪
市

2
2

4
1

京
都

府
0

0
0

3
堺

市
0

2
2

1
大

阪
府

3
9

1
2

6
神

戸
市

0
0

0
1

兵
庫

県
0

4
4

5
岡

山
市

0
0

0
1

奈
良

県
0

0
0

2
広

島
市

1
1

2
1

和
歌

山
県

0
0

0
2

北
九

州
市

0
1

1
1

鳥
取

県
2

1
3

3
福

岡
市

0
0

0
1

島
根

県
0

0
0

4
熊

本
市

1
1

2
1

岡
山

県
0

0
0

3
横

須
賀

市
0

0
0

1
広

島
県

0
1

1
3

金
沢

市
0

0
0

1
山

口
県

1
5

6
5

合
計

2
9

8
6

1
1
5

2
0
7

※
１

　
里

親
支

援
専

門
相

談
員

配
置

数
に

つ
い

て
は

、
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

家
庭

福
祉

課
調

べ
（
Ｈ

２
４

．
１

１
）

※
２

　
児

童
相

談
所

数
に

つ
い

て
は

、
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

総
務

課
調

べ
（
Ｈ

２
４

．
４

）

（
参

考
）

児
童

相
談

所
数

里
親

支
援

専
門

相
談

員
配

置
数

（
か

所
）

（
参

考
）

児
童

相
談

所
数

里
親

支
援

専
門

相
談

員
配

置
数

（
か

所
）

里
親

支
援

専
門

相
談

員
の

配
置

状
況

（
平

成
２

４
年

１
１

月
末

現
在

）
 

・
 

里
親

支
援

専
門

相
談

員
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

４
年

度
は

１
児

童
相

談
所

管
内

に
少

な
く
と

も
１

か
所

（２
か

所
以

上
の

複
数

配
置

可
）
 

 
の

配
置

を
想

定
 

 ・
 

将
来

は
、

全
て

の
児

童
養

護
施

設
、

乳
児

院
に

配
置

（約
７

０
０

人
） 
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4.2% 
5.2% 
5.4% 
5.6% 
5.6% 
5.8% 
6.0% 
6.2% 
6.4% 
6.6% 
6.9% 
7.1% 
7.5% 
7.8% 
8.1% 
8.2% 
8.2% 
8.7% 
9.0% 
9.4% 
9.6% 
9.9% 
10.2% 
10.5% 
10.8% 
11.0% 
11.1% 
11.1% 
11.3% 
11.4% 
11.6% 
11.7% 
11.8% 
11.8% 
12.0% 
12.1% 
12.6% 
13.1% 
13.2% 
13.3% 

13.9% 
14.2% 
14.5% 
15.0% 

15.7% 
16.0% 
16.5% 
16.8% 
16.8% 

17.5% 
17.5% 
18.1% 
18.1% 

19.4% 
22.1% 
22.7% 

23.8% 
23.9% 
24.4% 

26.2% 
27.0% 
27.5% 
27.9% 
27.9% 

29.4% 
29.9% 

31.6% 
34.3% 

39.0% 

0.
0%

 

5.
0%

 

10
.0

%
 

15
.0

%
 

20
.0

%
 

25
.0

%
 

30
.0

%
 

35
.0

%
 

40
.0

%
 

45
.0

%
 

堺 市   

名 古 屋 市   

大 阪 府   

神 戸 市   

京 都 府   

鹿 児 島 県   

愛 媛 県   

岐 阜 県   

金 沢 市  

高 知 県   

長 崎 県   

熊 本 県   

京 都 市   

熊 本 市  

大 阪 市   

長 野 県   

兵 庫 県   

奈 良 県   

秋 田 県   

広 島 市   

岡 山 市   

岡 山 県   

福 井 県   

和 歌 山 県   
佐 賀 県   

埼 玉 県   

広 島 県   

神 奈 川 県   

茨 城 県   

山 口 県   

横 須 賀 市  

富 山 県   

横 浜 市   

東 京 都   

徳 島 県   

山 形 県   

宮 崎 県   

愛 知 県   

北 九 州 市   

鳥 取 県   

石 川 県   

浜 松 市   

相 模 原 市   

群 馬 県   

福 岡 県   

青 森 県   

三 重 県   

香 川 県   

福 島 県   

さ い た ま 市  

栃 木 県   

千 葉 市   

札 幌 市   

千 葉 県   

島 根 県   

静 岡 県   

大 分 県   

川 崎 市   

仙 台 市   

岩 手 県   

北 海 道   

新 潟 市   

静 岡 市   

福 岡 市   

山 梨 県   

滋 賀 県   

沖 縄 県   

宮 城 県   

新 潟 県   
 
都

道
府
県
市
別
の

里
親
等

委
託

率
の

差
 

 
 

 
６

９
都

道
府

県
市

別
里

親
等

委
託

率
（
平

成
２

３
年

度
末

）
 

 
 

里
親

等
委

託
率

は
、

自
治

体
間

の
格

差
が

大
き

い
 

 
 

 
 

 
全

国
：
 

１
３

．
５

％
 

 
 

 
 

 
最

小
：
 

 
４

．
２

％
 

（
堺

市
）
 

 
 

 
 

 
最

大
：
 

３
９

．
０

％
 

（
新

潟
県

）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

里
親

・
ﾌ
ｧ
ﾐﾘ

ｰ
ﾎ

ｰ
ﾑ

委
託

児
童

数
 

※
 

里
親

等
委

託
率

（
％

）
＝

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 乳
児

院
入

所
児

＋
児

童
養

護
施

設
入

所
児

＋
里

親
・
ﾌ
ｧ
ﾐﾘ

ｰ
ﾎ

ｰ
ﾑ

委
託

児
 

  
資

料
：
平

成
２

３
年

度
福

祉
行

政
報

告
例
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※
宮
城
県
、
岩
手
県
及

び
仙
台
市
に
つ
い
て
は
、
増
加
幅
が
大
き
い
（
宮
城
県
：
2
6
.
3
％
増
（
8
.
0
％
→
3
4
.
3
％
）
、
岩
手
県
1
5
.
8
％
増
（
1
0
.
4
％
→
2
6
.
2
％
）
、
 

 
仙
台
市
：
1
2
.
8
％
増

（
1
1
.
6
％
→
2
4
.
4
％
）
）
が
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
親
族
に
よ
る
里
親
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
除
い
て
 

 
い
る
。

 

里
親

等
委

託
率

の
最

近
７

年
間

の
増

加
幅

の
大

き
い

自
治

体
 

 
 
 

増
加

幅
 

(１
６

→
２

３
比

較
) 

里
親

等
委
託
率
 

平
成

１
６
年

度
末
 

平
成
２
３
年
度
末
 

１
 

福
岡

市
 

2
1
.
0%

増
加
 

 
6
.
9%
 

2
7
.
9%
 

２
 

大
分

県
 

1
6
.
4%

増
加
 

 
7
.
4%
 

2
3
.
8%
 

３
 

福
岡

県
 

1
1
.
7%

増
加
 

 
4
.
0%
 

1
5
.
7%
 

４
 

山
梨

県
 

1
1
.
7%

増
加
 

1
7
.
8%
 

2
9
.
4%
 

５
 

静
岡

県
 

1
1
.
6%

増
加
 

1
0
.
6%
 

2
2
.
2%
 

(静
岡
市
・
浜
松
市
分
を
含
む

) 

６
 

香
川

県
 

1
0
.
2%

増
加
 

 
6
.
5%
 

1
6
.
8%
 

７
 

佐
賀

県
 

 
9
.
6%

増
加
 

 
1
.
2%
 

1
0
.
8%
 

８
 

栃
木

県
 

 
9
.
6%

増
加
 

 
7
.
9%
 

1
7
.
5%
 

９
 

滋
賀

県
 

 
9
.
6%

増
加
 

2
0
.
3%
 

2
9
.
9%
 

１
０

 
島

根
県

 
 
9
.
2%

増
加
 

1
2
.
8%
 

2
2
.
1%
 

○
最

近
７

年
間

で
、

福
岡

市
が

６
．

９
％

か
ら

２
７

．
９

％
へ

増
加

す
る

な
ど

、
里

親
等

委
託

率
を

大
幅

に
伸

ば
し

た
県

・市
も

多
い

。
 

○
こ

れ
ら

の
自

治
体

で
は

、
児

童
相

談
所

へ
の

専
任

の
里

親
担

当
職

員
の

設
置

や
、

里
親

支
援

機
関

の
充

実
、

体
験

発
表

会
や

、
市

町
村

と
 

連
携

し
た

広
報

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

や
市

民
活

動
を

通
じ

た
口

コ
ミ

な
ど

、
様

々
な

努
力

が
行

わ
れ

て
い

る
。
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乳
児

院
へ

の
措

置
 

里
親

へ
の

措
置
 

０
歳

児
 

（
１

か
月

未
満

）
 

０
歳

児
 

（
１

か
月

 
以

上
）
 

１
歳

以
上

２
歳

未
満

 

０
歳

児
 

（
１

か
月
 

未
満

）
 

０
歳

児
 

（
１

か
月
 

以
上

）
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7
0
.
6%
 

0
  

乳
児

院
退

所
後

の
措

置
変

更
先

（都
道

府
県

市
別

）
（平

成
２

３
年

度
）（

単
位

：人
、

％
）
 

（
家

庭
福

祉
課

 調
べ

）
 

○
乳

児
院

か
ら

の
措

置
変

更
の

場
合

に
、

児
童

養
護

施
設

へ
の

措
置

変
更

の
割

合
が

高
い

自
治

体
が

多
い

。
措

置
変

更
先

を
で

き
る

限
り

里
親

と
す

る
よ

う
、

重
点

的
な

取
組

が
必

要
。
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○
平

成
１

４
年

に
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

、
児

童
扶

養
手

当
法

等
を

改
正

し
、

 
 

「
就

業
・

自
立

に
向

け
た

総
合

的
な

支
援

」
へ

と
施

策
を

強
化

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

 ○
具

体
的

に
は

、
「

子
育

て
・

生
活

支
援

策
」

、
「

就
業

支
援

策
」

、
「

養
育

費
の

確
保

策
」

、
「

経
済

的
支

援
策

」
の

４
本

柱
に

よ
り

施
策

を
推

進
中

。
 

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

（
地

方
公

共
団

体
が

国
の

基
本

方
針

を
踏

ま
え

て
策

定
）

 
 

子
育

て
と

生
活

支
援

 
 

◎
保

育
所

の
優

先
入

所
の

 
 

法
定

化
 

 
◎

ヘ
ル

パ
ー

の
派

遣
な

ど
に

  
  

  
 よ

る
子

育
て

、
生

活
支

援
  

 
  

 策
の

実
施

 
・

サ
テ

ラ
イ

ト
型

施
設

の
設

 
  

 置
な

ど
母

子
生

活
支

援
施

 

  
 設

の
機

能
の

拡
充

 
  

 
 

就
業

支
援

 
 ○

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
 

 
援

セ
ン

タ
ー

事
業

の
推

進
 

◎
個

々
の

実
情

に
応

じ
た

、
ハ

 
 

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

と
の

連
携

に
 

 
よ

る
母

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

 
 

ラ
ム

の
策

定
等

 
・

母
子

家
庭

の
能

力
開

発
等

の
 

  
 た

め
の

給
付

金
の

支
給

 
◎

準
備

講
習

付
き

職
業

訓
練

の
 

  
実

施
等

 

養
育

費
の

確
保

  
 

 ◎
養

育
費

相
談

支
援

セ
ン

タ
 

 
ー

の
創

設
 

◎
養

育
費

支
払

い
努

力
義

務
  

  
 の

法
定

化
 

◎
「

養
育

費
の

手
引

き
」

や
 

 
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

配
布

 
◎

民
事

執
行

制
度

の
改

正
に

 
  

 よ
る

履
行

確
保

の
促

進
 

経
済

的
支

援
  

  
 

  ◎
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

 
・

自
立

を
支

援
す

る
観

点
か

 
  

 ら
母

子
寡

婦
福

祉
貸

付
の

 
  

 充
実

  
 

  

※
上

記
の

う
ち

、
◎

は
、

父
子

家
庭

も
対

象
。

○
は

、
事

業
の

一
部

に
関

し
て

父
子

家
庭

も
対

象
。

 
 

母
 子

 家
 庭

 の
 自

 立
 支

 援
 策

 の
 概

 要
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○
 

母
子

家
庭

の
母

が
資

格
取

得
の

た
め

に
修

学
す

る
場

合
に

生
活

費
の

負
担

軽
減

を
図

る
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

等
事

業
に

つ
い

て
は

、
修

学
す

る
期

間
の

後
半

２
分

の
１

（
上

限
1

8
月

）
を

支
給

す
る

制
度

で
あ

る
が

、
平

成
2

1
年

度
及

び
平

成
2

3
年

度
の

補
正

予
算

で
安

心
こ

ど
も

基
金

へ
の

積
み

増
し

を
行

い
、

修
学

全
期

間
（

上
限

3
年

）
に

対
す

る
支

給
を

行
っ

て
い

る
。

 
 ○

 
現

在
の

仕
組

み
は

、
補

正
予

算
（

安
心

こ
ど

も
基

金
）

を
活

用
し

た
暫

定
的

な
措

置
で

あ
っ

た
。

 
 ○

 
こ

の
た

め
、

平
成

2
5

年
度

予
算

案
で

は
、

事
業

を
見

直
し

、
当

初
予

算
の

み
に

よ
る

事
業

と
し

て
位

置
づ

け
る

こ
と

と
す

る
。

 
 ○

 
見

直
し

に
当

た
っ

て
は

、
一

般
施

策
と

の
均

衡
な

ど
を

考
慮

し
、

平
成

2
5

年
4

月
か

ら
修

学
を

開
始

す
る

方
に

つ
い

て
は

、
支

給
期

間
の

上
限

を
3

年
か

ら
2

年
(※

)と
す

る
。

(※
3

年
課

程
の

場
合

は
、

3
年

目
を

母
子

福
祉

資
金

貸
付

金
に

よ
り

支
援

を
行

う
。

) 

高
等

技
能
訓

練
促

進
費

等
事

業
の

見
直

し
の
概
要
 

現
 

 
行

 
（
２

４
年

度
入

学
者

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

見
 直

 し
 後

 
（
２

５
年

度
入

学
者

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

支
給

期
間

 
修

学
全

期
間

（
上

限
３

年
）
 

 
 

修
学

全
期

間
（
上

限
２

年
）
 

 
 

※
３

年
課

程
の

場
合

は
、

３
年

目
を

母
子

福
祉

資
金

貸
付

金
に

 
 

 
 

 
よ

り
支

援
を

行
う

 

支
 

給
 

額
 

 
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

 
 

 
 

 
月

額
１

０
万

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
住

民
税

課
税

世
帯

は
月

額
７

万
５

百
円

）
 

入
学

支
援

修
了

一
時

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

万
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
住

民
税

課
税

世
帯

は
２

万
５

千
円

）
 

同
 

左
 

支
給

対
象

 
母

子
家

庭
の

母
 

母
子

家
庭

の
母

、
父

子
家

庭
の

父
 

財
政

構
造

 
 

修
学

期
間

の
後

半
２

分
の

１
：
当

初
予

算
 

 
修

学
期

間
の

前
半

２
分

の
１

：
安

心
こ

ど
も

基
金

  
  
  
  

修
学

期
間

（
上

限
２

年
）
：
 

当
初

予
算
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１

．
目

的
 

        ２
．

母
子

家
庭

の
母

及
び

父
子

家
庭

の
父

の
就

業
の

支
援

に
関

す
る

施
策

の
充

実
 

 
 

 
 

 
 

 
 
＜

国
＞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＜

都
道

府
県

等
＞

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
  

  

・
基
本
方
針
に
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の

 
 
 
・
 
基
本
方
針
に
即
し
、
職
業
能
力
の
開
発
及

び
 

支
援
に
関
す
る
事
項
を
併
せ
て
定
め
る
 
 
 
  
向
上
の
支
援
そ
の
他
母
子
家
庭
の
母
及

び
父
 

・
母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭

の
父
の

 
 
 

 
 
子
家
庭
の
父
の
安
定
し
た
就
業
を
確
保
す

る
 

安
定
し
た
就
業
を
確
保
す
る
た
め
の
支
 
 
 
 
  
た
め
の
支
援
に
特
別
の
配
慮
 

援
に
特
別
の
配
慮
 

＜
国

及
び

地
方

公
共

団
体

＞
 

  
 
 

①
 
情
報
通
信
技
術
等
に
関
す
る
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
 

②
 
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
在
宅
就
業
等
多
様
な
就
業
の
機
会
の
確
保
 

③
 
①
②
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
 

 ３
．

民
間

事
業

者
に

対
す

る
協

力
の

要
請

 

 
 

 
 

 
 

 
 
＜

国
＞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＜

地
方

公
共

団
体

＞
 

 
母
子
家
庭
の
母

及
び
父
子
家
庭
の
父
が
置
か
 
 
 
 国

の
施
策
に
準
じ
て
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
 

れ
て
い
る
特
別
の
事

情
に
鑑
み
、

民
間
事
業

 
 
 

 
よ
う
に
努
め
る
 

者
に
対
し
、
母
子
家
庭

の
母
及
び
父
子
家
庭
 

の
父
の
優
先
雇
用
そ
の
他
の
母
子
家
庭
の
母
 

及
び
父
子
家
庭

の
父
の
就
業
の
促
進
を
図
る
 

た
め
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る

よ
う
に
努
め
る
 

母
子
家
庭
の
母
及
び

父
子
家
庭
の
父
の
就

業
の
支
援
に
関
す
る

特
別
の
措
置
 

母
子
家
庭
 

父
子
家
庭
 

の
 
福
 祉

 

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
の
基
本
方
針
 

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
の
自
立
促
進
計
画
 

母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 

母
子
家
庭
の
母
が
置
か
れ
て
い
る
特
別
の
事
情
 

・
子
育
て
と
就
業
と
の
両
立
が
困
難
で
あ
る
こ
と
 
 

・
就
業
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
す
る
機
会
 

 
を
必
ず
し
も
十
分
に
有
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
 等

 

  
父
子
家
庭
の
父
が
置
か
れ
て
い
る
特
別
の
事
情
 

・
子
育
て
と
就
業
と
の
両
立
が
困
難
で
あ
る
こ
と
 等

 

  

 ４
．
母
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
機
会
の
増
大
へ
の
努
力
 

 
 
 
＜
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
＞
 
 
 
 
 
 
 
 
＜
地
方
公
共
団
体
＞
 

 
母

子
福

祉
団

体
等
の

受
注
の

機
会

の
増

大
を
 

 
 

 国
の

施
策
に

準
じ
て

必
要
な
施

策
を

講
ず

る
 

図
る

た
め
、

予
算
の

適
正
な
使

用
に

留
意

し
 
 

 
 
よ
う

に
努

め
る
 

つ
つ

、
優
先

的
に
母

子
福
祉
団

体
等

か
ら

物
 

品
及

び
役
務

を
調
達

す
る
よ
う

に
努

め
な

け
 
 

 
 
 
 
＜
地
方
独
立
行
政
法
人
＞

 

れ
ば

な
ら
な

い
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
設
立

団
体

の
措

置
に
準

じ
て
必
要

な
措

置
を
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
講
ず

る
よ

う
に

努
め
る
 

 ５
．
財
政
上
の
措
置
等
 

 
国

は
、

母
子

家
庭
の

母
及
び

父
子

家
庭

の
父
の

就
業
の
促

進
を

図
る

た
め
必

要
な
財
政

上
の

措
置
 

等
を

講
ず
る

よ
う
に

努
め
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
 

 ６
．
そ
の
他
 

 
・
 

こ
の
法

律
は
、
公

布
の
日

か
ら

起
算

し
て
六

月
を
超
え

な
い

範
囲

内
に
お

い
て
政
令

で
定

め

る
日

か
ら
施

行
す
る
 

・
 

そ
の
他

所
要
の

規
定
の
整

備
を

行
う
 

母
子

家
庭

の
母

及
び

父
子

家
庭

の
父

の
就

業
の

支
援

に
関

す
る

特
別

措
置

法
に

つ
い

て
 

成
立

日
 

平
成

２
４

年
９

月
７

日
 

公
布

日
 

平
成

２
４

年
９

月
１

４
日

 
施

行
日

 
平

成
２

５
年

３
月

１
日
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母
子

家
庭

の
母

及
び

父
子

家
庭

の
父

の
就

業
の

支
援

に
関

す
る

特
別

措
置

法
の

施
行

に
つ

い
て

 

項
目

 
国

で
実

施
す

る
事

項
 

地
方

公
共

団
体

へ
実

施
を

要
請

す
る

事
項

 

母
子

家
庭

の
母

及
び

父
子

家
庭

の
父

の
就

業
の

支
援

に
関

す
る

施
策

の
充

実
（
第

２
条

・
第

３
条

関
係

）
 

○
 

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
の

基
本

方
針

を
特

 
 

 
別

措
置

法
の

施
行

日
（
３

月
１

日
）
に

改
正

・
 

 
 

適
用

す
る

こ
と

。
 

○
 

都
道

府
県

等
で

策
定

し
て

い
る

母
子

及
び

寡
婦

福
 

 
 

祉
法

の
自

立
促

進
計

画
に

つ
い

て
、

今
後

、
適

時
、

 
 

 
改

正
後

の
基

本
方

針
を

踏
ま

え
て

改
正

す
る

こ
と

。
 

母
子

家
庭

の
母

及
び

父
子

家
庭

の
父

の
就

業
の

支
援

に
関

す
る

施
策

の
実

施
の

状
況

の
公

表
（
第

４
条

関
係

）
 

○
 

施
策

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
、

毎
年

フ
ォ

 
 

 
 

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
年

に
一

 
 

 
度

厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
 

 
 

公
表

す
る

こ
と

。
 

○
 

施
策

の
実

施
状

況
に

関
す

る
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
 

 
た

め
に

必
要

な
実

績
の

把
握

等
に

協
力

す
る

こ
と

。
 

民
間

事
業

者
に

対
す

る
協

力
の

要
請

（
第

５
条

関
係

）
 

○
 

団
体

・
事

業
者

に
対

し
て

母
子

家
庭

の
母

 
 

 
等

の
就

業
促

進
に

向
け

た
協

力
を

要
請

す
 

 
 

る
こ

と
。

 
○

 
国

が
非

常
勤

職
員

等
を

公
募

す
る

場
合

に
、

 
 

 
求

人
情

報
を

都
道

府
県

等
の

母
子

家
庭

等
 

 
 

就
業

・
自

立
セ

ン
タ

ー
へ

提
供

す
る

こ
と

。
 

○
 

国
に

準
じ

て
左

記
の

取
組

を
行

う
こ

と
。

（
第

７
条

 
 

関
係

）
 

 
 

母
子

福
祉

団
体

等
の

受
注

機
会

の
増

大
へ

の
努

力
（
第

６
条

関
係

）
 

○
 

予
算

の
適

正
な

使
用

に
留

意
し

つ
つ

、
優

 
 

 
先

的
に

母
子

福
祉

団
体

等
か

ら
物

品
・
役

務
 

 
 

 
を

調
達

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

 

○
 

国
に

準
じ

て
左

記
の

取
組

を
行

う
こ

と
。

（
第

７
条

 
 

関
係

）
 

 
※

 
地

方
独

立
行

政
法

人
に

お
い

て
も

同
様

の
措

置
 

 
 

 
を

講
ず

る
。

（
第

７
条

第
２

項
）
 

財
政

上
の

措
置

（
第

８
条

関
係

）
 

○
 

必
要

な
財

政
上

の
措

置
を

講
じ

る
よ

う
努

め
 

 
 

る
こ

と
。

 
－

 

母
子

家
庭

の
母

及
び

父
子

家
庭

の
父

の
就

業
の

支
援

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（平

成
24

年
法

律
第

92
号

）
を

着
実

に
実

施
す

る
た

め
、

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
等

に
基

づ
く
ひ

と
り

親
家

庭
へ

の
就

業
支

援
と

あ
わ

せ
て

、
以

下
の

取
組

を
実

施
す

る
予

定
。
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